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1.事業者名及び代表者名 

 有限会社 銅林工業所 

 代表取締役 藤生 幸司 
 

2.所在地 

 〒376-0121 

 群馬県桐生市新里町新川826-1 
 

3.環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

   

 代表者       代表取締役 藤生幸司 

 環境管理責任者 飯塚部長 小山部長 

 担当      阿由葉課長[長] 大澤 

4.事業内容  

「自動車用電装部品に使用される金属プレス部品の製造] 

 

 

 

 

 

 

5.事業活動の規模 
 

 

 

 

 

 

6.認証登録対象範囲：銅林工業所全事業場及び全組織 

 

 

 

 

  

  

事 業 概 要 

活動規模 単位 2021年度 2022年度 

製品生産量 百万個 42 40 

社員数 人数 48 48 

延床面積 ㎡ 6,042 6,042 
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環 境 経 営 方 針 

基 本 理 念 

基 本 方 針 
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制定日：2011年6月1日 

改定日：2019年10月9日 

当社の経営方針である「廉価で高品質のプレス部品を 
タイムリーに生産する」を基本として、生産、管理技術 
の向上を図り、限りある環境資源を後世に残す為に 
環境と調和のとれた循環型の持続可能な環境経営を
目指します 

当社の生産活動に関わる環境負荷の低減を進めるに
当たり下記の基本方針を策定する。 
 
 二酸化炭素、用水、廃棄物の減量化を推進する。 
 グリーン購買を推進する。 
 環境に関する法律を遵守する。 
 化学物質管理を徹底する。 
 全社員へ環境方針を周知すると共に環境教育を行う事で

環境に対する意識の向上を図る。 
 環境方針は社外にも公表し、地域とのコミュニケーション

ツールとしても利用する。 
 



推 進 体 制 

【環境管理責任者】 
環境MG 

 飯塚 
 小山 

【EA21推進事務局】 
[局長・環境SBMG] 

阿由葉 
大澤 

【環境委員会】 
職制会議内/定期的 

営 業  技 術  製 造  

職 名 役 割 
最高責任者 【代表取締役社長 藤生】 

① 環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。課題と機会を明確化して、該当責任者に
は現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。 

② エコアクション２１の構築・運用・維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器設備・技術技能を  
含む）を準備する。 

③ 環境方針を制定する。 
④ エコアクション２１の構築・運用に関する情報を収集し、環境方針・環境目標をはじめシステム 

全体の見直しを行い、必要に応じ改訂を指示する。 
  

環境管理責任者 【製造統括 飯塚 ／ 事業統括 小山】 
① エコアクション２１に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を図り、目的を達成するために

環境委員会を運営する。 
② エコアクション２１の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による見直しのための情報として、 

構築・運用に関する情報を最高責任者に提供する。 
  

EA21推進事務局 
  
  
  

【阿由葉事務局長 ／ 担当 大澤】 
① 事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション２１に関する実務全般を所管する。 

部門長 
  
  
  

【各部門長】 
① エコアクション２１に関する実務、管理を各部門の先頭に起ち行う。 
② 環境委員会に出席し、決定事項、エコアクション２１に関する情報を各部門の従業員へ提供する。 

環境委員会 
  
  

最高責任者・環境管理責任者・事務局・部門長で構成し、定期的に環境管理責任者が招集する。     
環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗管理等、エコアクション２１に関する全般を協議する。
上記職名以外の従業員も環境管理責任者が必要と認めた者は出席することができる。 

全 従 業 員 

P3/7 

管 理  

【最高責任者】 
代表取締役 

藤生 



環境目的  管理実施項目 

2019年度 
2022年 

(“22年6月～”23年5月) 

2023年 
(“23年6月

～”24年5月） 

2024年 
(“24年6月

～”25年5月） 

環境活動計画内容 

実績 目標 実績 目標 目標 

CO2削減  

二酸化炭素排出量 
の削減 

(kg-C02/売上百万円） 
307.7 298.4 

× 
314.2  
(2.1%) 

311.0 307.9 

①フォークリフト電動化 
継続効果 
②照明のLED化 
③高効率圧縮機への更新 
④高効率空調機への更新 
⑤重油０化 

（電力の削減） 
(ｋｇ-CO2) 

[排出係数0.486] 
（198074） 

(210,294.6) 
(6.2%) 

（ガソリン使用の削減） 
(ｋｇ-CO2) 

（4810.5） 
(2,896.75) 
(-39.7%) 

（軽油使用の削減） 
(ｋｇ-CO2) 

(12614.1） 
(2319.42) 
(25.9%) 

（灯油使用の削減） 
(ｋｇ-CO2) 

（12614.1） 
(2490) 
(-80.2%) 

（重油使用の削減） 
(ｋｇ-CO2) 

（32840.7） 
(0) 

(-100%) 

(二酸化炭素 
排出量合計) 
(ｋｇ-CO2) 

(250213.8) 
(218,001) 
(-12.9%) 

一般廃棄物    
削減 

廃棄物量の削減 
（kg/売上百万円） 

6.65 6.45 
× 
8.20 
(24%) 

8.118 8.036 

①廃棄量調査 

総排水量    
削減 

水資源投入量の 
削減 

(m3/売上百万円) 
0.75 0.72 

× 
0.9 

(21.3%) 
0.891 0.882 

①排水量調査 
②作業改善 
③作業の適正化 

有機溶剤 
削減 

トリクロロエチレンの削減 
（kg/売上百万円） 

18.90 18.33 
× 
21.3 

(12.8%) 
21.087 20.874 

①購入量調査 
②作業改善 
③作業の適正化 
 

当社に於ける2022年度（2022/6/1～2023/5/31）の環境負荷実績を把握し、 
2023年度までの目標を下記の通り定め活動を開始しました。  

環境目標とその実績 
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二酸化炭素排出総量：218,001kg／一般廃棄物排出総量：5720.0kg／水量排出総量：616.0㎥ 
※東京電力 0.486kg CO2/kwh 
※産業廃棄物は有価として出している為、目標には含んでおりません。 
※グリーン購入の推進に関しては適宜実施しております。 
※TPマネージメント、C-TPM活動を通じて本業の改善を毎年行っております。 
※2023年/2024年の目標については2022年実績に対し1%/2%削減としております。 



環境活動計画の取組と評価 

活動計画 目標 環境活動の取組み結果の評価 達成状況 

二酸化炭素 
排出量の削減 

3%削減 

・高効率圧縮機及び高効率圧縮機への更新継続効果 
・水銀灯からLEDへの更新継続効果 
・フォークリフト石油燃料から電動化 
・重油0化 × 

2.1%  
増加 次年度への取組内容 

全フォークリフトの石油燃料から電動化を行う。 
今期も最適化を行い改善を進めます。 
 

廃棄物の削減 
 

3%削減 

・梱包資材を使う仕事量増加 
・2S3定活動により廃棄量増加 

× 
24% 
増加 

次年度への取組内容 
・梱包資材削減の為、荷姿の見直しを行う 
・廃棄量増加の結果に対しての適正な結果分析を行う 

総排水量の削減 
 

3%削減 

・用水を用いた洗浄作業の適正化の徹底 

× 
21.3%  
増加 

次年度への取組内容 
 
今期も最適化を行い改善を進めます。 

トリクロロエチレン
の削減 

 

3%削減 

・有機溶剤交換頻度の再確認 

× 
12.8%  
増加 

次年度への取組内容 

 
今期も最適化を行い改善を進めます。 

2022年度[2022年6月~2023年5月] 
目標＝2019年度対比 
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※東京電力 0.486kg CO2/kwh 

※グリーン購入の推進に関しては適宜実施しております。 
※TPマネージメント/C-TPM/品質改善/活動を通じて本業の改善を毎年行っており  
 ます。 



主なSDGs活動事例 
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SDGs先進企業として 
パネルディスカッションに参加 

SDGs先進企業として事例紹介 
ジョブラボ シンポジウムに登壇  

SDGs先進企業として 
上毛新聞SDGs特集に掲載 



総括・環境ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ状況 
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環境コンプライアンス状況 
法律・条例           

その他の名称 
要求事項 状況 

法律・条例           
その他の名称 

要求事項 状況 

水質汚濁防止法 １．特定施設(令1、別表第1）                          
２．排出水を排出するものは、排水口における排水基準に適合しない
排出水を排出してはならない（法12）                                   
３．県知事に設置・変更・廃止・承継などの届出（法5、10、11）                                     
４．特定施設の事故時の措置（法14の2）                         
５．排水又は、地下浸透させるものは、汚染状態を関し測定し、結果
を記録しておかなければならない（法14）          

要求遵守 

労働安全衛生法 １．安全管理者及び衛生管理者の設置し、各委員会の設
置及び開催など（法11条、法12条、法17条、法18条）                                  
２．作業主任者の選任有機溶剤作業）（法14条施行令6条
施行規則16条）                                                         
３．作業環境測定の実施及び健康診断の実施（法65条施
行令21条、法66条）              

要求遵守 

下水道法 1構造、汚水の処理方法、下水の量、水質の変更時（法12
ノ4）。 
2.代表者、事業場の名前の変更、廃止時（法12ノ7）。 
3.水質測定義務、記録の保管5年保管（法12ノ12）。 
4.事故時の処置（法12ノ9ノ1）。 

要求遵守 

ＰＲＴＲ法 １．事業者の責務(法4条) 
２．第1種指定化学物質の排出量などの把握及び届出  
（法5条）             

要求遵守 

騒音規制法 １．騒音規制法における特定施設（法2施行令１条別表１）   
２．特定工場において発生する騒音の規制基準（法5）                                                        
３．市町村に特定施設の設置・変更・廃止などの届出（法6、8、10、11、
14など）                         若干規制外 

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 

１．事業者の責務（法3条）                               
２．事業者はその廃棄物を自ら処理しなければならない
（法11）                                
３．産業廃棄物の収集運搬及び処分依託基準（施行令第
6条の2）                                                                          
４．産業廃棄物保管基準（法12条の2施行規則8条）       

要求遵守 

振動規制法 １．振動規制法における特定施設（法2施行令１条別表１）  
２．特定工場において発生する振動の規制基準（法5）                          
３．市町村に特定施設の設置・変更・廃止・継承などの届
出（法6、８、10、11、14）                        

要求遵守 

消防法 １．指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いの制限（法10
条）          
２．貯蔵・取扱危険物の品名等の変更届け(法11条)                   
３．消防用設備等設置（法17）         
４．防火管理者の設置（法8）                                      
５．指定数量未満危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱い
場所（法9条の4）           
 

要求遵守 

フロン排出抑制法 1．業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者には機器お
よびフロン類の適切な管理が義務付けられた。 
 
また一定の量フロンが漏えいした場合にも報告が義務 
付けられている。 
2.点検の実施 

要求遵守 

特定工場における公
害防止組織の整備に
関する法律               

１．水質汚濁防止法による特定施設を設置している工場
は公害防止管理者を置く                                        
２．振動、騒音防止法による施設のうち本法に該当する施
設を設置している工場は公害防止管理責任者を置く                        
３．公害防止統括者を置く 

要求遵守 

環境関連法規への違反、訴訟等について 

騒音規制法で定められている特定工場等騒音規制基準を若干オーバーしておりま
すが対応策として金型の工夫、窓を閉める、稼働時間の調整など低減化に向けて取
り組んでおります。又、近隣からの苦情、関係当局からの指摘は無く、同様に訴訟も
御座いませんでした。 

経営者総括 
エコアクション21をスタートし12年目が終了しました。 
環境課題解決から環境経営へとシフトした10年間でしたが、サステナブルな経営として 
環境・社会・経済と包括的に全体最適を目指した運用をSDGsを羅針盤として今後のEA21 
マネジメントシステムを活用して行きます。 
今期は半導体不足の影響により減産になっている製品と大幅増になっている製品と変動が大き
く環境資源のコントロールも難しい状況が結果として表れてしまいました。 
分析力行動力を高め環境変化に追従できる体制構築を目指して参ります 


